
阿賀野市告示第２６号  

 阿賀野市学校給食費支援補助金交付要綱を次のように定める。  

  令和８年２月２６日  

                    阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市学校給食費支援補助金交付要綱  

 （趣旨）  

第１条 この告示は、阿賀野市の児童生徒の健やかな育成及び子育て世帯の経

済的負担軽減のために、阿賀野市学校給食費支援補助金（以下「補助金」と

いう。）を交付することに関し、阿賀野市補助金等交付規則（平成１６年阿

賀野市規則第５６号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義）  

第２条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。  

 (１) 学校給食 学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第３条第１項に

規定する学校給食をいう。 

 (２) 学校給食費 学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第１１条第２

項に規定する学校給食費をいう。 

 (３) 保護者 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に規定する

保護者をいう。  

 （補助対象者）  

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、次の各号に該当するものとする。  

 (１) 市内に住所を有し、市立小学校に在籍して、食物アレルギーその他市

長が認めた理由により学校給食を喫食することができず、継続的に代替

の弁当を家庭から持参する児童の保護者 

 (２) 市内に住所を有し、市立中学校以外の学校に在籍して、学校給食の提

供を受ける生徒の保護者  

 （補助金の額）  

第４条 補助金の額は、阿賀野市学校給食費徴収規則（令和７年度規則第１１

号）に定める学校給食費を基準として、予算の範囲内において市長が別に定

める。ただし、前条第１項第２号に該当する補助対象者において、次の各号

に該当する場合は、補助金を交付しないものとする。  

 (１) 特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和２９年法律第１４４

8.3.9 



号）第２条の規定により、市長が定める額を超えて学校給食費の支給を

受けているとき。 

 (２) 他の制度等により、市長が定める額を超えて学校給食費の補助を受け

ているとき。  

 （補助金の交付申請）  

第５条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市

長が定める期日までに、阿賀野市学校給食費支援補助金交付申請書兼請求書

（第１号様式）に、次の各号に掲げる在籍学校が発行した証明書を添えて、

市長に申請しなければならない。  

 (１) 第３条第１号に該当する申請者においては、阿賀野市学校給食費支援

補助金証明書（アレルギー等弁当対応用）（第２号様式） 

 (２) 第３条第２号に該当する申請者においては、阿賀野市学校給食費支援

補助金証明書（第３号様式）  

 （補助金の交付決定及び額の確定）  

第６条 市長は、前条の申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審

査し、補助金の交付の可否及び額を決定し、阿賀野市学校給食費支援補助金

交付決定通知書兼額の確定通知書（第４号様式）により、申請者に通知する

ものとする。  

 （補助金の交付）  

第７条 市長は、前条により交付決定したときは、速やかに申請者に補助金を

交付するものとする。  

 （補助金の返還）  

第８条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、

補助金の全部又は一部を返還させることができる。  

 （その他）  

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

   附 則  

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


